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令和４（2022）年

町内にお住まいの植野春子（うえの はるこ）さんが
百歳を迎えたことを祝し、ご自宅にお伺いして祝状
と記念品をお渡ししました。百歳を迎えたことにつ
いて、植野さんは「みんなの支えがあってこそです」
と、また長寿の秘訣について、植野さんのご家族は

「母は肉や魚をしっかり食べて、毎日体を動かしてお
り、そうした生活習慣の継続が良いのだと思います」
と話されました。（百歳長寿をお祝い / ８月30日）

５ “小規模特認校” 佐賀小学校で
学びませんか！

７ 11月20日日は平生町長選挙 /
平生町議会議員補欠選挙

10 － 11 まちの話題

主 な 内 容
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１．職員の任免および職員数に関する状況

◆職員数の状況
①部門別職員数の状況および主な増減理由（各年４月１日現在）

区分
部門

職員数 対前年
増減数令和３年 令和４年

一般行政

議会 2 人 3 人 + 1 人
総務 34 人 33 人 － 1 人
税務 9 人 10 人 ＋ 1 人
民生 10 人 12 人 ＋ 2 人
衛生 9 人 9 人

農林水産 10 人 11 人 ＋ 1 人
商工 3 人 4 人 + 1 人
土木 10 人 11 人 ＋ 1 人
小計 87 人 93 人 ＋ 6 人

特別行政 教育 16 人 16 人
小計 16 人 16 人

公営企業等
会計

下水道 5 人 6 人 + 1 人
その他 9 人 9 人
小計 14 人 15 人 + 1 人

合計 117 人 124 人 ＋７人
※職員数は一般職に属する職員数であり、任期付職員・再任用職員

（短時間勤務を除く）、休職者を含む。

②任期付職員および再任用職員の状況（各年４月１日現在）

区分 職員数 対前年
増減数令和３年 令和４年

任期付 常時勤務 － 1 人 ＋ 1 人

再任用 常時勤務 2 人 2 人
短時間勤務 5 人 1 人 － 4 人

◆採用・退職等の状況
①採用者数（令和３年４月２日～令和４年４月１日）

区分 大学卒 短大卒 高校卒 計
一般行政職 4 人 １人 4 人 9 人

②退職者数（令和 3 年度）

区分 定年退職 勧奨退職 普通退職 その他 計
一般行政職 0 人 1 人 2 人 0 人 3 人
技能労務職 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

計 0 人 1 人 2 人 0 人 3 人
※一般行政職：行政職給料表適用者
※技能労務職：技能労務職員給料表適用者

３．職員の服務および退職管理の状況
◆職務上の義務
地方公務員法の規定により、次のような職務上の義務があります。

▽法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

▽信用失墜行為の禁止 

▽秘密を守る義務

▽職務に専念する義務 

▽政治的行為の制限 

▽争議行為等の禁止 

▽営利企業等の従事制限
◆職務に専念する義務の免除
次の場合、職務に専念する義務が免除されます。

▽研修を受ける場合 

▽厚生に関する計画の実施に参加する場合

▽その他特に任命権者又はその委任を受けた者の承認を得た場合
◆退職管理の適正の確保
　地方公務員法の規定により、離職後に営利企業等に再就職した元
職員（＝再就職者）は、離職前５年間に在職していた地方公共団体
の執行機関の組織等の職員に対して、当該営利企業等又はその子法
人と在職していた地方公共団体との間の契約等事務について、離職
後２年間、離職前５年間の職務上の行為をする（しない）ように、
要求または依頼すること（＝働きかけ）が禁止されます。

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
◆一般職員の勤務時間（令和４年４月１日現在）

１週間の
勤務時間

１日の
勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

38 時間 45 分 7 時間 45 分 8:30 17:15 12:00 ～ 13:00

◆休暇制度（令和 3 年度）

種類 概要

年次有給休暇 １年度に 20 日を付与
［平均取得日数：8.1 日］

病気休暇
負傷や疾病のため療養する必要があり、勤務しない
ことがやむを得ないと認められる場合、90 日の範
囲内で取得可能

特別休暇
結婚、出産、忌引など、特別の事由により勤務しな
いことが相当である場合、休暇に応じた日数の範囲
内で取得可能

介護休暇
介護を最低２週間以上必要とし、勤務しないことが
相当であると認められる場合、６月の範囲内で取得
可能

［取得者：０人］

◆休業制度等（令和 3 年度）

区分 概要

育児休業 ３歳に満たない子を養育するため、３歳に達する日
まで取得可能［取得者：女性１人、男性 0 人］

部分休業
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するた
め、１日の勤務時間のうち２時間まで取得可能

［取得者：女性 0 人、男性 0 人］

育児短時間
勤務

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するた
め、いくつかある勤務の形態から選択し、希望する
日および時間帯に勤務可能

［取得者：女性 0 人、男性 0 人］

自己啓発等
休業

自発的に職務を離れて大学等における修学や国際貢
献活動を行うことを希望する職員に対し、その身分
を保有したまま職務に従事せず、これらの活動を行
うことが可能［取得者：１人］

◆一般行政職の級別職員数の状況（令和４年４月１日現在）

級区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
７級 課長・主幹 1 人 1.1％
６級 課長・主幹 10 人 10.5％
５級 室長・課長補佐 8 人 8.4％
４級 班長・主査 23 人 24.2％
３級 主任主事・主任技師 33 人 34.8％
２級 主事・技師 6 人 6.3％
１級 主事補・技手 14 人 14.7％

計 95 人 100.0％
※一般行政職：地方公務員給与実態調査により決められた区分による（再
　任用職員を除く）
※級区分：平生町の給与条例に基づく給料表の級区分
※標準的な職務内容：それぞれの級に該当する代表的な職務

平生町人事行政の運営などの状況をお知らせします
　「平生町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員の任用、給与、服務や勤務条件など
人事行政の運営状況についてお知らせします。　　　　　　　　　　　　　　問町役場総務課　☎56ｰ7111

２．職員の分限および懲戒処分の状況　
◆分限処分者数（令和 3 年度）　なし
分限処分とは、職員が一定の事由によってその職責を十分に果たし
得ない場合に公務能率を高めるため、職員の意に反する不利益な身
分上の変動をもたらす処分です。
◆懲戒処分者数（令和 3 年度）   なし
懲戒処分とは、勤務関係の秩序を維持するため、職員の服務義務違
反に対して科する制裁処分です。

②職員の初任給の状況
区分 平生町 国

一般行政職
大学卒 182,900 円 182,200 円

高校卒 151,200 円 150,600 円

技能労務職 121,600 円 －

③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

区分
経験年数

10 年以上～
15 年未満

15 年以上～
20 年未満

20 年以上～
25 年未満

一般行政職
大学卒 265,500 円 306,100 円 348,500 円

高校卒 222,300 円 255,900 円 325,300 円

技能労務職 － － －

③職員数の推移（各年４月１日現在）

区分 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年
一般行政 89 人 87 人 88 人 87 人 93 人
特別行政 17 人 16 人 16 人 16 人 16 人

公営企業等会計 11 人 11 人 13 人 14 人 15 人
合計 117 人 114 人 117 人 117 人 124 人

６．職員の福祉および利益の保護の状況
◆健康管理事業（令和３年度）

区分 受診者数 内容
定期健康診断 52 人
人間ドック 60 人 30 歳以上

◆公務災害の認定状況（令和３年度）　
公務災害件数 通勤災害件数

１件 ０件

◆勤務条件に関する措置の要求の状況（令和３年度）なし
◆不利益処分に関する不服申立ての状況（令和３年度）なし

５．職員の研修および人事評価の状況
◆研修の状況（令和３年度）

種別 研修数 受講者数 実施団体
独自研修 ７件 241 人 平生町

階層別研修 ８件 29 人 山口県ひとづくり財団
特別研修 23 件 43 人 山口県ひとづくり財団

派遣研修

1 件 1 人
山口県個人住民税
徴収対策協議会

1 件 １人
広島広域都市圏

職員人事交流研修

1 件 1 人
広島広域都市圏
統計利活用研修

1 件 1 人 地域活性化センター
1 件 3 人 日本下水道事業団

◆人事評価の状況（令和３年度）  一般職・再任用職 117 人に実施

②退職手当（令和４年４月１日現在）

平生町 国
自己都合 勧奨・定年

左記に同じ支
給
率

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.0395 月分 33.270750 月分

勤続 35 年 39.7575 月分 47.7090 月分

最高限度額 47.7090 月分 47.7090 月分

定年前早期退職特例措置 2％～ 20％ 2％～ 45％
1 人当たり平均支給額 6,672 千円 21,918 千円 －
※ 1 人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額

③特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

手当の種類（手当数） 7
職員全体に占める手当支給対象職員の割合 11.6％
支給実績（令和３年度決算） 67 千円
職員 1 人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 22,333 円

④時間外勤務手当
令和２年度決算 令和３年度決算

支給実績 18,947 千円 25,134 千円
職員１人当たり平均支給年額 231,067 円 295,698 円

７．職員の給与の状況

②職員給与費の状況
　（一般会計予算）

区分 令和４年度

職員数Ⓐ 111 人（２人）

給 

与 

費

給　料 409,632 千円

職員手当 70,593 千円

期末・勤勉手当 155,801 千円

合計Ⓑ 636,026 千円

一人当たり
給与費 Ⓑ／Ⓐ 5,730 千円

◆総括
①人件費の状況（普通会計決算）

区分 令和３年度

住民基本台帳人口
（令和３年度末） 11,315 人

歳出額Ⓐ 7,238,719 千円

実質収支 208,231 千円

人件費Ⓑ 1,047,933 千円

人件費率Ⓑ／Ⓐ 14.5％

令和２年度の
人件費率（参考） 16.0％

※職員手当には退職手当を含んでいません。
※給与費は当初予算に計上された額です。
※（　）内は短時間勤務職員について外書きしています。

◆職員の平均給料月額、初任給等の状況（令和４年４月１日現在）

①職員の平均給料月額、平均年齢の状況
区分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 309,300 円 42.6 歳

技能労務職 288,100 円 46.0 歳

◆職員手当の状況
①期末手当・勤勉手当（令和 3 年度）

平生町 国
1 人当たり平均支給額 1,445 千円 －

支給割合 期末手当 2.40 月分（1.35 月分）2.55 月分（1.45 月分）

勤勉手当 1.90 月分（0.90 月分） 左記に同じ

加算措置の状
況

役職加算 5 ～ 15％ 5 ～ 20％
管理職加

算 － 10 ～ 25％

※（　）内は再任用職員の支給割合
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町
で
は
、
自
然
豊
か
な
環
境
で

特
色
あ
る
教
育
活
動
を
行
っ
て
い

る
佐
賀
小
学
校
を
小
規
模
特
認
校

に
指
定
し
、
入
学
・
転
学
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

小
規
模
特
認
校
制
度
と
は

　
小
規
模
校
の
良
さ
を
生
か
し
た

教
育
活
動
を
進
め
て
い
る
小
学
校

で
学
び
た
い
、
子
ど
も
を
学
ば
せ

た
い
と
い
う
希
望
者
に
対
し
て
、   

一
定
の
条
件
の
も
と
に
通
学
区
域

外
か
ら
の
入
学
を
認
め
、
児
童
を

受
け
入
れ
る
制
度
で
す
。

　

な
お
、
転
学
を
希
望
す
る
と
き

は
、
現
在
、
在
籍
し
て
い
る
学
校

の
校
長
に
そ
の
旨
を
必
ず
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
町
教
育
委
員
会
に
備

え
付
け
て
い
ま
す
。（
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

●
申
請
期
間

　
10
月
17
日
月
～
12
月
16
日
金

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

●
受
入
れ
の
決
定

　

令
和
５
年
２
月
中
に
、
町
教
育

委
員
会
か
ら
保
護
者
宛
に
結
果
を

通
知
し
ま
す
。

　

随
時
、
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
先

【
学
習
内
容
・
学
校
公
開
に
つ
い
て
】

佐
賀
小
学
校

☎
（
５
８
）
０
０
２
４

【
手
続
き
・
説
明
会
に
つ
い
て
】

町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

☎
（
５
６
）
６
０
８
３

　
目
の
行
き
届
い
た
教
育
や
地
域

の
人
た
ち
と
の
ふ
れ
あ
い
の
中

で
、
生
き
る
力
や
豊
か
な
人
間
性

を
培
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

●
就
学
の
条
件

　
次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す

こ
と
が
必
要
で
す
。

①
就
学
を
希
望
す
る
児
童
（
就

学
前
を
含
む
）
が
町
内
に
在
住

し
、
ま
た
は
就
学
の
時
期
ま
で

に
町
内
に
転
入
す
る
見
込
み
が

あ
る
こ
と
。

②
保
護
者
の
負
担
（
バ
ス
通
学

費
の
一
部
助
成
あ
り
）
お
よ
び

責
任
に
お
い
て
、
児
童
を
通
学

さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
。

③
保
護
者
が
小
規
模
特
認
校
の

教
育
活
動
等
に
賛
同
し
、
協
力

で
き
る
こ
と
。

④
原
則
小
学
校
卒
業
ま
で
在
籍

す
る
こ
と
。

●
就
学
の
時
期

　
毎
年
４
月
１
日

●
募
集
人
数
（
令
和
５
年
度
）

　
各
学
年
５
人
程
度

●
申
請
方
法

　

転
入
学
を
希
望
す
る
保
護
者

は
、
小
規
模
特
認
校
転
入
学
申
請

書
（
様
式
第
１
号
）
を
佐
賀
小
学

校
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。後
日
、

お
子
さ
ん
と
一
緒
に
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
機
会
を
設
定
し
ま

す
。

“
小
規
模
特
認
校
”
佐
賀
小
学
校
で
学
び
ま
せ
ん
か
！

平生小学校区
宇佐木・平生町・平生村・竪ヶ浜

大野南・大野北・曽根佐賀小学校

転学・入学

佐
賀
小
学
校
の
特
色

イタリア野菜のカリフローレを
佐賀小学校で育てて収穫しまし
た。収穫したカリフローレは給
食などでおいしくいただきまし
た。

正
し
い
食
習
慣
を
身
に
つ
け
る
　

「
全
校
児
童
で
の
給
食
」

小
規
模
校
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
き

め
細
か
な
指
導

地
域
に
学
ぶ
、
地
域
と
つ
な
が
る
体
験

学
習

小
規
模
特
認
校
制
度
の

紹
介（
事
前
申
込
不
要
）

　

佐
賀
小
学
校
の
様
子
を
ビ

デ
オ
映
像
で
紹
介
し
ま
す
。

【
日
時
】
10
月
27
日
木 

午
後
２

時
～
３
時
ご
ろ

【
場
所
】
平
生
小
学
校
体
育
館

※
当
日
は
、
来
年
度
の
新
１
年
生

を
対
象
と
し
た
就
学
時
健
康
診
断

で
す
。
新
１
年
生
の
保
護
者
で
、

小
規
模
特
認
校
制
度
に
興
味
の
あ

る
人
は
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル

（
学
校
公
開
）

【
日
時
】
11
月
17
日
木 

午
前
9

時
20
分
～
11
時
10
分

※
見
学
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事

前
に
佐
賀
小
学
校
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

※
当
日
は
、
授
業
参
観
日
と
音
楽

鑑
賞
会
の
予
定
で
す
。

※
授
業
参
観
は
随
時
対
応
し
ま

す
。
ご
希
望
の
場
合
は
、
事
前
に

佐
賀
小
学
校
に
連
絡
い
た
だ
き
、

日
程
調
整
を
し
て
参
観
く
だ
さ

い
。

※
感
染
症
防
止
対
策
の
お
願
い

▽
マ
ス
ク
の
着
用

▽
受
付
で
検
温
の
実
施

※
オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
２
週
間
前

に
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は
参
加

を
見
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

① 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
陽
性
者
あ
る
い
は
濃
厚
接
触
者

②
平
熱
を
超
え
る
発
熱
が
あ
る

③ 

咳
、
の
ど
の
痛
み
な
ど
の
風
邪

症
状
が
あ
る

④
だ
る
さ
、
息
苦
し
さ
が
あ
る

⑤ 

同
居
家
族
に
発
熱
や
せ
き
な
ど

体
調
不
良
の
人
が
い
る 

◆特別職の報酬等の状況
（令和４年４月１日現在）

区分 給料月額等

給
料

町長 740,000 円

副町長 604,000 円

教育長 551,000 円

報
酬

議長 270,000 円

副議長 217,000 円

議員 199,000 円

期
末
手
当

町長
副町長
教育長 3.25 月分

加算措置あり議長
副議長
議員

退
職
手
当

町長 給料月額× 5.0／12
×在職月数【任期毎】

副町長 給料月額× 3.0／12
×在職月数【任期毎】

教育長 給料月額× 2.6／12
×在職月数【任期毎】

⑤その他の手当（令和４年４月１日現在）

種別・要件等 平生町 国 支給実績
（一人当たり平均支給額）

扶養
手当

配偶者 6,500 円

左記に同じ 12,013 千円
（231,012 円）

子 10,000 円
父母等 6,500 円

特定期間の加算 5,000 円

住居手当

［家賃 23,000 円以下］
家賃－ 12,000 円

［家賃 27,000 円以下］
家賃－ 16,000 円

7,891 千円
（281,806 円）

［家賃 23,000 円超 55,000 円未満］
（家賃－23,000円）÷2＋11,000円

［家賃 27,000 円超 61,000 円未満］
（家賃－27,000円）÷2＋11,000円

［家賃 55,000 円以上］27,000 円 ［家賃 61,000 円以上］28,000 円

通勤
手当

交通機関 運賃相当額［最高月額 55,000 円］ 左記に同じ 5,318 千円
（78,199 円）交通用具 距離制 2 ㎞毎［上限 30 ㎞］

2,500 円～ 23,500 円
距離制 5 ㎞毎［上限 60 ㎞］

2,000 円～ 31,600 円

管理職手当
【課長・主幹】40,000 円
【課長補佐】30,000 円
【園長】22,000 円

級・職区分に応じて
46,300円～139,300円

10,644 千円
（409,385 円）

休日勤務手当 時間単価の 135/100 左記に同じ 572 千円
（22,003 円）

宿日直手当 5,400 円 4,400 円 0 千円

管理職員
特別勤務手当

週休日等の勤務 1 回につき
4,000 円～ 6,000 円

（6 時間超：150/100 割増）

週休日等の勤務 1 回につき
6,000 円～ 10,000 円
（6 時間超：150/100 割増）

607 千円
（37,938 円）

※支給実績（１人当たり平均支給年額）は令和３年度決算額

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
効
果
的
に
活
用

す
る
授
業

　高齢者インフルエンザ予防接種について、接種費用
の一部を補助します。
　予防接種を受けることで、インフルエンザの発病を
一定程度予防することや、重症化を予防することに一
定の効果があるとされています。
　予防接種を受けてから抵抗力がつくまでに２週間程
度かかり、その効果が持続するのは約５カ月間とされ
ていますので、より有効性を高めるためにも、インフ
ルエンザが流行する前に接種を受けましょう。
●対象者
平生町に住民登録があり、接種時に次のいずれかに該
当する人
①65歳以上の人
②60～64歳で、次のいずれかに該当する人
A 心臓・腎臓・呼吸器の機能障がいで身体障害者手帳

１級程度の障がいがある人
B ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活が

不可能な程度の障がいがある人
●接種期限
令和５年２月28日火まで
●接種回数　１回　
●接種費用（自己負担額）　1,490円
※生活保護世帯については、医療依頼証を提示するこ

とで、接種費用が免除されます。

●持参物
・本人確認書類（健康保険証、運転免許証など）
・健康手帳または予防接種手帳
（お持ちでない場合は、保健センターで交付します）
・身体障害者手帳１級の写しまたは医師の診断書
 （対象者②に該当する人）
・医療依頼証（生活保護世帯の人）
●接種医療機関

医療機関 電話番号
向井医院 56ｰ2106
おきの内科糖尿病クリニック 56ｰ7733
光輝病院 58ｰ1111
平生クリニックセンター 56ｰ2000
みつおかクリニック 58ｰ5010
さいとう整形外科 56ｰ0707
たけの子クリニック 25ｰ3341
※町外の医療機関でも接種できますので、町保健セン

ターまたはかかりつけの医療機関にご確認くださ
い。

※ワクチンの準備等のため、事前に医療機関へ連絡し、
予約をしてください。

問町保健センター　☎56ｰ7141

高齢者のインフルエンザ予防接種【早めに接種しましょう】

離
れ
た
学
校
の
教
室
同
士
を
Ｉ
Ｃ

Ｔ
で
つ
な
ぐ
「
遠
隔
合
同
授
業
」

地域に伝わる伝統芸能である
「神舞」を鑑賞。鑑賞後は演目
や使用した楽器についての説明
がありました。

学校活動の様子（令和３年度）
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11月９日水～15日火は秋季
全国火災予防運動の期間です

　火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災の
発生防止に努めましょう。

【令和４年度全国統一防火標語】

「お出かけは マスク戸締まり 火の用心」
【住宅防火いのちを守る 10 のポイント】

▼寝たばこは、絶対にしない、させない。

▼ストーブの周りに燃えやすいものを置か
ない。

▼こんろを使うときは火のそばを離れない。

▼ コンセントはほこりを清掃し、不必要な
プラグは抜く。

▼ 火災の発生を防ぐために、ストーブやこ
んろ等は安全装置の付いた機器を使用す
る。

▼ 火災の早期発見のために、住宅用火災警
報器を定期的に点検し、10 年を目安に交
換する。

▼ 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整
頓し、寝具、衣類およびカーテンは防炎
品を使用する。

▼ 火災を小さいうちに消すために、消火器
等を設置し、使い方を確認しておく。

▼ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経
路と避難方法を常に確保し、備えておく。

▼ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などに
より、地域ぐるみの防火対策を行う。

問柳井地区広域消防組合 予防課　☎23-7774

４つの
習慣

６６つのつの
対策対策

10月17日月～23日日は
行政相談週間です

　総務省では、行政相談制度を周知し、多くの方に利
用していただくため「行政相談週間」を定めて「行政
相談所」の開設などの各種行事を実施することとして
います。町においては、行政相談委員が毎月第２月曜
日（祝日のときは翌日）に設けている相談日に加え、
次のとおり特設人権行政相談を開設します。
　国や県、町の仕事やサービス、各種制度の手続きに
ついて、困りごとや苦情、ご意見、ご要望がありまし
たら、ご相談ください。

　特設人権行政相談　
【日時】
  10月21日金  10:00～12:00、13:00～15:00

【場所】
  平生まち・むら地域交流センター
　※相談は無料で、秘密は固く守られます。
　※アクリル板の設置等、新型コロナウイルス感染
　　症の感染拡大防止に十分配慮した上で、開設い
　　たします。

「総務省行政相談センター きくみみ山口」
でも相談を受け付けていますので、いつ
でもご相談ください。
☎（０５７０）０９０１１０

問町役場総務課 総務班  ☎56ｰ7111

「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」を選んでいますか
【かかりつけ薬剤師・薬局を持つことのメリット】
☆「いつでも」「気軽に」相談できます！
　・現在利用しているすべての医療機関の処方せんの内容をチェックし、薬の飲み合わせや
　　副作用を確認してもらえます。
　・薬局の営業時間外でも、薬などの電話相談ができます。
　・在宅療養の方でも、残薬の管理や健康相談ができます。（薬剤師が伺います）
　・医療機関や地域包括支援センターなどの関係機関と連携し、総合的な支援を行います。
　　※薬局によっては、上記内容に対応していない場合がありますので、直接薬局へご相談ください。

◎県内の薬局は、関係機関と連携し、あなたの健康をサポートします！
　薬局の所在地や取組内容等（薬局機能情報）については、県ホームページ（http://www.
pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15400/yakuzi/kinojoho4.html）で公表していますので、積
極的に活用し、『あなたの「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」』を見つけましょう！
問県健康福祉部薬務課 薬事班　☎083-933-3020

11月20日日は

期日前投票の場所・期間・時間
▶ 平生町役場３号棟
　11月16日水～19日土　8:30～20:00
▶ 佐賀地域交流センター
　［大字佐賀、小郡、尾国、佐合島の人のみ］
   11月18日金～19日土　8:30～17:00
▶ 佐賀地域交流センター佐合分館
   ［佐合島の人のみ］
   11月17日木　9:00～13:00
 選挙期間中に病院等施設に入院・入所され 
 ている方
　病院、施設が指定施設であれば「不在者投票」がで
きます。病院長などに申し出てください。

 選挙期間中に町外に滞在している方
　滞在地の選挙管理委員会で「不在者投票」ができます。

 郵便等投票証明書をお持ちの方
　自宅で郵便による「不在者投票」ができます。
　また、自分で投票用紙に記入することができない方
は、代理記載を届け出た方が「不在者投票」を行えます。

 新型コロナウイルス感染症で自宅療養・宿泊
 している方
　自宅または宿泊施設等で特例郵便等投票ができます。
※「濃厚接触者」については特例郵便等投票の対象で
　はありません。

※不在者投票または特例郵便等投票の場合、投票用紙
　などの請求が必要ですので、早めに選挙管理委員会
　に 申し出てください。
 【請求期限】11月16日水　
問平生町選挙管理委員会事務局（町役場総務課内）
☎56ｰ7111

 告示日
11月15日火
 立候補受付
11月15日火　8:30～17:00

（場所：町役場２号棟３階大会議室）
 投票の日時
11月20日日　7:00～20:00
※ 投票終了時に30秒間サイレンを鳴らします。
 開票の日時
11月20日日　21:00～　（場所：町武道館）
※無投票の場合は11月20日日の午前９時から町役場
　にて選挙会を開催し、当選人を決定します。

 投票できる方　
平生町の選挙人名簿に登録されている方
※11月15日火までに町外に転出した方は投票できません。
※11月16日水以降に町外に転出する方は、転出する前で
　あれば投票できます。
 投票所
　投票は、期日前投票などを除き、すべて決められた
投票所で行われます。入場券に投票所の場所が記載さ
れていますので、投票前にご確認ください。
 投票用紙に記入することができない方
　体が不自由なため、自分で投票用紙に記入すること
ができない方は、係員が代筆することができます。
　また、目の不自由な方は、点字で投票することがで
きます。投票の秘密は厳守されますので、安心して係
員に申し出てください。
 投票日に投票所に行くことができない方
　当日に、仕事や旅行など何らかの事情で投票所に行
くことができない方は、期日前投票ができます。
　入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記
入の上、期日前投票所にお持ちください。

　任期満了（12月 10日）に伴う平生町長選挙および欠員に伴う平生町議会議員補欠選挙が次のとおり
実施されます。

平生町長選挙 /平生町議会議員補欠選挙
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生
涯
学
習
推
進
だ
よ
り

平生町生涯学習推進マスコット
「マナビット」

No.298
　
「
空
の
青
さ
が
ぼ
く
に
あ
る
そ

れ
は
若
さ
の
シ
ン
ボ
ル
だ
…
」
団

員
の
爽
や
か
な
歌
声
で
、『
平
生

町
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
発
会
式
（
現

在
は
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
大
会
）』

が
、
毎
年
４
月
下
旬
に
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

平
生
町
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
は
、

昭
和
46
年
７
月
10
日
に
、
平
生
柔

道
・
平
生
剣
道
・
佐
賀
剣
道
ス
ポ
ー

ツ
少
年
団
の
３
団
、
団
員
１
５
１

名
で
発
足
し
ま
し
た
。

　
昭
和
47
年
に
平
生
陸
上
・
平
生

サ
ッ
カ
ー
、
52
年
に
平
生
軟
式
野

球
、
53
年
に
平
生
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ

ト
ボ
ー
ル
、
60
年
に
佐
賀
軟
式
野

球
、
61
年
に
平
生
空
手
・
平
生
合

気
道
、
62
年
に
佐
賀
サ
ッ
カ
ー
、

平
成
23
年
に
大
星
軟
式
野
球
が
加

入
し
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
７
団
（
剣
道
・
陸
上
・

サ
ッ
カ
ー
・
軟
式
野
球
・
ミ
ニ
バ

ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
・
空
手
・
合
気

道
）
に
な
り
、団
員
は
１
７
５
名
、

指
導
者
は
47
名
が
登
録
し
、
各
団

の
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。　

　
作
成
し
た
記
念
誌
に
は
、
昭
和

49
年
か
ら
、
高
学
年
団
員
を
対
象

に
『
教
育
キ
ャ
ン
プ
』
を
般
若
寺
、

新
光
学
院
跡
地
（
現
在
は
阿
多
田

交
流
館
付
近
）
等
で
実
施
し
た
こ

と
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
日
独
同
時
交
流
事
業
に

は
、
平
成
元
年
、
山
口
県
内
初
と

な
る
受
け
入
れ
を
、
平
成
22
年
に

は
２
回
目
と
な
る
受
け
入
れ
を
実

施
し
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
シ
ニ
ア
・
リ
ー
ダ
ー

の
資
格
を
取
得
し
た
高
校
生
団
員

10
名
を
ド
イ
ツ
に
派
遣
し
て
お

り
、
県
内
で
も
最
多
の
数
を
誇
り

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
記
念
誌
を
め
く

る
と
、
そ
の
当
時
に
タ
イ
ム
ス

リ
ッ
プ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。  

　
指
導
者
や
町
教
育
委
員
会
関
係

者
の
理
解
と
協
力
の
下
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
が
実
施
で
き
た
こ
と

に
、
大
変
有
り
難
く
思
い
、
そ
の

姿
が
偲
ば
れ
ま
す
。

　
各
団
卒
団
者
が
、
そ
の
団
に
加

入
し
た
き
っ
か
け
や
、
そ
の
後
の

人
生
に
ス
ポ
少
の
活
動
が
役
立
っ

て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
現
在

の
団
員
に
対
す
る
激
励
の
言
葉
も

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
記
念
誌
作
成
に
あ
た
り
、
多
く

の
方
の
ご
協
力
に
よ
り
、
次
代
に

つ
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 安全でおいしい！
　水道水は、浄水場では24時間監視、蛇口では残留塩素
検査などを毎日行い、法に基づくさまざまな検査により
水質を厳しくチェックしています。

　平生町では、田布施・平生水道企業団による田布施浄水場と、小瀬川
を源流とする弥栄ダムからの柳井地域広域水道事業による受水によって、
みなさんへ「安全でおいしい水道水」を供給しています。
問田布施・平生水道企業団　☎52ｰ2400

 井戸水から水道へ
　現在、井戸水を利用している家庭などでは、井戸水が
周囲の環境から汚染されていないかどうか、１年に１回
程度の水質検査を行うなど、井戸の所有者が十分な管理
を行う必要があります。水道を利用できる地区であれば、
飲み水には「水道水」をおすすめします。

【井戸水の水質検査に関する問合せ先】
　柳井健康福祉センター　☎22ｰ3631
 井戸水

▽定期的な水質検査が必要。 ▽停電やポンプの故障で
水が出ない。 ▽砂が入り、ボイラーなどの故障や水の
濁りが発生する。

 水道水
24時間いつでも安全で衛生的な水が利用できる。

 冷やしておいしい！
　水は、体温マイナス20℃でおいしく感じると言われて
います。お茶やジュースを冷やすように、水道水も冷蔵
庫や氷で冷やして飲んでみてください！

カルキ臭が気になるときは…水道水にレモン汁を入
れたり、水を煮沸することで、水道水中の塩素が減っ
て、よりおいしく飲むことができます。

【注意】塩素がなくなると、細菌が繁殖しやすくなりま
すので、なるべく早く飲むようにしてください。

安全でおいしい 

水 道 水水 道 水
金
木
水

金
木
水
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全日本空手道選手権大会で優勝

　９月２日に冨山莉奈さんが、町役場で「第３回オー
プントーナメント全日本空手道選手権大会」の「全日
本型一般女子の部」で優勝したことを報告しました。
　冨山さんは大会について「全国大会では緊張しまし
たが、日ごろの練習の成果が出せたので良かったです。
今後は今の実力に慢心せずに、自らの実力を伸ばすと
ともに道場の子どもたちの育成も頑張りたいです」と
優勝の喜びと今後の目標を話されました。

親子料理教室
　
　９月 10 日に曽根地域交流センターで同センターが
主催する親子料理教室が行われ、４組の親子が参加し
ました。この日は曽根地区食生活改善推進協議会のみ
なさんが講師となり「おにぎらず」や魚フライなどを
作りました。教室に参加した人からは「おかあさんは
いつも大変なんだと思いました。次回の料理教室にも
参加したいです」などの感想がありました。
※教室で作った料理は持ち帰りました。

シニアスポーツ全国大会出場

　９月12日に和田隆彦さんが、町役場でシニアスポー
ツの全国大会である「日本スポーツマスターズ2022
軟式野球競技」への出場報告を行いました。和田さん
は野球チーム「モンゴルズシニア」の代表兼監督を務
めており、同チームが、同大会の県予選および中国予
選を勝ち上がり、全国大会の出場権を得たものです。
　和田さんは「全国大会で１勝でもできるようにがん
ばりたいです」と抱負を話されました。

小学校・中学校で秋季大運動会
　
　９月10日、17日、18日に町内の小学校、中学校で
秋季大運動会が開催されました。
　児童、生徒は、団体、表現、応援合戦、リレーなど
の種目で観覧にきた保護者に日ごろの練習の成果を披
露していました。
　また、学校によっては地域の方や保護者が参加する
競技もあり、会場は大変盛り上がりました。
※左の写真は佐賀小学校で行われた徒競走の様子です。

令和４年10月号 広報ひらお11

社会教育功労者表彰受賞
　
　令和４年度山口県社会教育委員連絡協議会総会にお
いて、岩見明美さんが、山口県社会教育委員連絡協議
会長から社会教育功労者表彰を受賞されました。
　岩見さんは、町社会教育委員として７年間にわたり
社会教育の振興発展に尽力されました。
　現在も、主に読書活動の推進に積極的に取り組まれ
ています。

山口県消防操法大会に出場

　平生町消防団第４分団２部（尾国）が、９月17日に
県消防学校で開催された第69回山口県消防操法大会の

「基本操作の部 小型ポンプ操法」に出場しました。
　本大会は消防団員の消防用機械器具の取扱いおよび
操作の基本についての技術を競うもので、大会までの
２カ月間、団員は一丸となって訓練に励み、大会当日
はその成果を発揮することができました。
　この取組みを通じて、団員の消防操法技術および団
結力の向上が図られました。

「災害時における連携協力に関する協定」
を締結しました
　町と山口県弁護士会で「災害時における連携協力に関
する協定」を締結しました。この協定は、豪雨や地震等
の自然災害が発生した場合に、弁護士による法律相談や
有益な法的情報の提供等を行うことで、被災者に対する
迅速な生活再建の支援を図るものです。

令和４年度

in ひらお「人権週間のつどい」

講演会
演題

「あきらめない心」
講師

伊
い

藤
とう

 真
ま

波
なみ

さん

【日時】12月４日 日 13:30 ～（入場無料）
【会場】  町武道館　　　　　　　

○日程　・中学生人権作文コンテスト表彰式等　
　　　　・講演会　
　　　　・「人権の花」運動活動記録展示
○主催　平生町・平生町教育委員会　山口地方法務局周南支局
　　　　周南人権擁護委員協議会　   周南人権啓発活動地域ネットワーク協議会

問町役場総務課　☎ 56 ｰ 7111

手話通訳
要約筆記あり
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　納豆やヨーグルトなどの発酵食品は、腸を元気にして
生活習慣病を予防します。塩麹も発酵食品です。塩麹の
酵素は生きたまま体内に取り込まれ、腸内の善玉菌を増
やし腸内環境を整えます。
　また、たんぱく質を分解して食材を軟らかくしたり、
旨味に変える働きもあります。
　発酵食品を毎日の食卓に取り入れてみましょう。

鶏肉の塩麹包み焼き

平生町食生活改善推進協議会作ってみんさい
食べてみんさい

１．鶏もも肉はひと口大のそぎ切りにし、塩麹とみり
んを一緒にポリ袋に入れて全体をもみこみ、冷蔵
庫に入れておく。

２．カットわかめは水で戻し、水気を切っておく。エ
リンギは縦に薄切り、人参は斜めに薄切りにする。

３．クッキングシートの上に［１］、［２］、ブロッコ
リーをのせて包み、両端はキャンディを包むよう
にねじる。

４．フライパンに［３］をならべて水（大さじ３～４）
を入れて蓋をし、中火で約15分間蒸し焼きにする。

作り方

材料　４人分
鶏もも肉�����  ２枚
エリンギ����  小２本
にんじん����� １本
ブロッコリー� 小房４個

カットわかめ（乾燥） � ５ｇ
塩麹����� 大さじ３
みりん���� 大さじ２
水���� 大さじ３～４

平生図書館　☎56ｰ2310　【開館時間】9:00〜17:15
【休館日】
　10月…17日月、24日月、30日日（月末整理日） 、31日月
　11月…７日月、14日月
http://www.town.hirao.lg.jp/kurashi/shisetsu/toshokan.html

図書館図書館
だよりだより

柿のお菓子づくり
今井ようこ・藤沢かえで 著

ハヤブサ消防団
池井戸潤 著

介護者Ｄ
河崎秋子 著

首取物語
西條奈加 著

英雄
真保裕一 著

New 一般書

土の大研究
藤井一至 監修

黒紙の魔術師と白銀の龍
鳥美山貴子 著

じぶんのきもちみんなのきもち
　チィン・レン え

ふしぎなひきだし
つがねちかこ  絵

モモンガのはいたつやさん　
もりのいたずらっこ

ふくざわゆみこ 著

New 児童書

オリンピックを殺す日

堂場瞬一　（文藝春秋）

話 題 の 本本

　コロナ禍、強引に開催された東京五
輪の最中、大学教授が謎の言葉を残して
日本を去った。数年後、
トップ選手を集めた新
たな国際大会の計画が
浮上。果たして黒幕は
誰なのか・・・。「五輪
の意味を問う」書き下
ろしサスペンス長編。

【ホームページ（予約・検索可）】

図書検索・予約システム
QR コード▼

Q 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。
①何でもかんで食べることができる
②歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある
③ほとんどかめない

　これは特定健診の「標準的な質問票」の一部です。メタボリックシンドロームを予防するための特定健診でなぜ
「かむこと（咀嚼）」について問われるのでしょうか。それは、近年の調査から、咀嚼とメタボの関係性が明らかに
なってきたからです。

咀嚼低下は加齢現象ではありません
　図１は年齢階級別における「何でもかんで食べることができる」
人と「20 歯以上の歯を持つ」人の割合を示したものです。日本人
の高齢者では歯の喪失が進み、70 歳以上では食べ物をよくかめな
い人が半数近くと大変多いのが現状です。この図のみでは咀嚼は
年齢とともに低下する加齢現象のように見えます。
　そこで、40 歳以上について、年齢階級・性ごとに歯数と咀嚼状
況の関連を示してみました。（図２）
　その結果、性・年齢階級を問わず、歯が「20 本以上」の人は「19
本以下」の人に比べて「何でもかんで食べることができる」割合
が高いことがわかりました。咀嚼低下は加齢現象ではなく、歯の
喪失が大きく影響します。

こんにちは保健師です
かむことはメタボを防ぐ

問町保健センター　☎（５６）７１４１
問町健康保険課 　  ☎（５６）７１１５

図１　「何でもかんで食べることができる」人と
　　　「20 歯以上の歯を持つ」人の割合

図２　歯の本数区分別「何でもかんで食べることができる」と回答した人の割合（40 歳以上）

「かめない」状態はメタボの入口！ぜひ歯科受診を！

　歯を失う二大原因は、むし歯と歯周病です。むし歯や歯周病が進行すると、食べ物を十分咀嚼できなくなります。
　また、咀嚼機能が不十分だと、硬い食品を避けて、砂糖や油脂が豊富な軟らかい食品を好むようになり、ビタミ
ン・ミネラル・食物繊維の摂取不足を招き、栄養バランスの崩れにつながることがわかっています。
　「かめない」状態は自然治癒することがありません。
　「かめる」ように改善するためには、歯や歯質の欠損を物理的に補ったり、痛みなどの自覚症状
を除いたりすること、すなわち歯科治療という専門的な処置が必要で、歯科治療以外での対応は困
難です。
　冒頭の質問で②または③と回答した人は、ぜひかかりつけ歯科でご自身の状況をご相談ください。
　また、①と回答した人も定期的に歯科での健診を受け、お口の健康に努めましょう。

マイナポイント付与対象のマイナンバーカード

申請期限が12月末まで延長されました！

マイナポイント申込み支援
窓口の休日開設について

　マイナポイント第２弾（健康保険証としての利用
申込み、公金受取口座の登録）のポイント申込みを
受け付けています。
　町ではマイナポイントの申込み支援をデジタル推
進課で行っています。
　また、休日における支援窓口を次のとおり開設し
ますので、ご利用ください。
●開設日時
　11 月 6 日日
　9:00 ～ 12:00
●開設場所
　町役場１号棟１階 臨時窓口
●必要なもの
　・マイナンバーカード
　・マイナンバーカードの暗証番号（４ケタ）
　・公金受取口座の情報
　・キャッシュレス決済のカード・アプリ等
    （暗証番号が不明な場合は、同日に町民福祉課で
     再設定等の手続きができます）
問町役場デジタル推進課　☎ 56-7125

▲申込み支援の様子

（％）（％）



柳井警察署だより

問柳井警察署 ☎23ｰ0110

　サポート詐欺とは、パソコン等でインターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」等の偽
警告画面や警告音を出して不安をあおり、画面に表示された電話番号に電話をかけさせ、有償サポート
やセキュリティソフト等の契約を迫る手口です。
　電話をかけると、実在するパソコンのＯＳ会社やセキュリティソフト会社などを騙る人物が応答し、
電子マネーカードの購入を求められ、だまし取られる被害に遭います。
　警告画面や警告音が出ても慌てず、記載された電話番号には連絡せず、最寄りの警察署、交番、駐在
所へ相談してください。

県内でサポート詐欺が多発中

令和４年10月号 広報ひらお 14

正しい知識で正しい知識で安心な消費生活安心な消費生活
問柳井地区広域消費生活センター　☎22ｰ2125問柳井地区広域消費生活センター　☎22ｰ2125

火災保険を使った住宅修理のトラブル
　台風の後、突然来訪した住宅修理業者から「火災保険会
社に台風で被害を受けたことにすれば、経年劣化による家
屋の損傷も保険金を請求できる」と住宅修理を勧められた
が、火災保険金を請求して問題ないか。

相 談

　経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故
による損傷であると虚偽の理由で保険金を請求すると、保
険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされた
り、詐欺罪に問われたりする可能性があります。
　すぐに請求手続きをしないようにしましょう。

アド
バイス

　自然災害の後は「火災保険を使って自己負担なく住宅の
修理ができる」という住宅修理サービスに関する勧誘が多
くなるため、台風が増える時期などは特に注意してくださ

い。このような勧誘を受けた際は、その場で判断せず、まずは保険
の補償対象になるかをご自身で保険会社に確認しましょう。
　また、保険申請サポート費用等の名目で高額な請求を受ける場合
もありますので、事前に契約内容をしっかり確認することも大切で
す。困ったときは、迷わず柳井地区広域消費生活センターに相談し
てください。

ワンワン
ポイントポイント

人権行政相談 
※相談無料・秘密厳守

どなたでもお気軽にご相談ください
●相談日 
　毎月第２月曜日（休日の場合は翌日）
●時間（場所）
　10:00～（平生まち・むら地域交流センター）
　13:00～（佐賀地域交流センター）
●相談員
　人権擁護委員、行政相談委員
●相談内容 
・人権に関わる悩みや困りごと
・ 行政全般についての苦情相談ならびに意見

や要望などについて　

次回
11月14日月
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男女共同参画社会の実現をめざして
男女が健康で、安心・安全に暮らせる社会づくり②

　男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを持って生きてい
くことは、男女共同参画社会の形成に当たっての大前提です。

【男性について】
　幼少期からの生活習慣や社会的要因が、成人後の生活習慣・社会的孤立・精神疾患等の原因になりやすいこ
とや、健康を害する生活習慣、自殺・ひきこもりの原因となることが考えられ、その割合が女性に比べて男性
の方が多いことが指摘されています。

【女性について】
　女性の心身の状態は、年代によって大きく変化する特性があり、妊娠、出産だけでなく、更年期障害や特有
の疾病等があるため、人生の各段階に応じた健康の保持増進対策が必要です。
　男女が健康で、安全・安心に暮らせる社会を実現するため、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖
に関する健康と権利）に関する意識の浸透や、ヘルスリテラシー（健康情報を読み解き活用する力）の向上の
観点から健康教育を充実させることが求められています。

現状と課題

問町役場地域振興課 
　まちづくり班　　
　☎56ｰ7120

　町では、行政、家庭、学校、職場、地
域社会で、各年代の健康課題に応じ、健
康保持増進に向けた取組みを推進します。
　みなさんは、健康に関する自己管理が
できるよう、年代に応じた健康相談や正
しい知識、喫煙・飲酒に関する正確な知
識等を身につけましょう。

住民・事業所・町の取組み

町民福祉課の窓口を開設
●開設日
第１日曜日（１月、５月は第２日曜日）
第３土曜日
●開設時間 9:00～12:00
●取扱業務
・マイナンバーカードの申請サポート
（写真撮影が無料）、交付、電子証明書の

更新
・住民票の写しの交付、戸籍謄抄本
（除籍・改製原戸籍を除く）の交付、印
鑑登録および印鑑登録証明書の交付
問町役場町民福祉課 戸籍班　☎56ｰ7113

「電子マネーカードを購入して、
　　　　　　　　　番号を教えて、入力して」

この言葉は詐欺です！

　

　皆様、私のことを覚えていただいていますか？
　６月から地域おこし協力隊員として活動している古野です！
　この約４カ月は平生町をもっと知りたいと思い、地域の皆様
のお話を聞いたり、さまざまな体験をさせていただきました。
　この夏には、佐合島でカヤックも体験したのですが、そこで
自分自身が泳げないことが分かりました�ただカヤック自体は
ひっくり返らないので、安心して島の裏側まで行けました。
　さてさて、そんな泳げない私が何の仕事をしているの？と疑
問に思う人もいると思います。私は現在、平生町に住んでいな
くても平生町に関係を持ち続ける人を増やす取組みを行ってい
ます。９月には、全国各地から集まった大学生５人が平生町に
11日間滞在するツアーが実施されました。ツアーでは、平生町
の自然やさまざまな人に触れることで平生町の魅力を体験して
いただき、12月には、このツアーに参加した大学生が平生町の
魅力を伝える側としてツアーを企画、実施する予定です。平生
町を好きになった人が繋がっていく機会を作れたことは本当に
嬉しかったです。
　また、SNS で、平生町のふるさと納税返礼品の出
品事業者を紹介するインタビュー記事も掲載していま
すので、ぜひご覧ください！
問町役場地域振興課　☎56-7120

　

“やまぐち健康アプリ” ご存知ですか？
　「やまぐち健康アプリ」は、「健康に興味がある」「歩くきっ
かけがほしい」「散歩に最適なコースが知りたい」方におすす
めです。
　このアプリは、歩く距離に応じてポイントが
たまるので、健康にもよく、一石二鳥です！
　ぜひ、これを機会にアプリをダウンロードし
てみませんか？ やまぐち健康アプリＱＲコード▲

地域おこし協力隊

古野菜奈美
　　の活動日誌

記事の詳細はこちらから▶
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危険な空家の解体費用を
補助します

　町民の安全安心と良好な生活環
境を確保するため、老朽化による
倒壊や一部崩落などのおそれがあ
り一定の要件を満たす危険な空家
の解体に対して、予算の範囲内で
補助金を交付します。
●募集件数
  ２件
　※一定の要件を満たす空家を先着順に審査し、危険空
　　家として認定したものを補助対象とします。
　　 認定件数が募集件  数に達した場合は、募集期間内で
　　も受付を終了します。
●募集期限
  11月18日金まで
　※令和５年１月27日金までに完了する工事が対象
●補助金額
補助対象となる解体工事費の３分の１（上限30万円）

　対象となる空家の要件や補助を受けるために必要な
事項などについては、町ホームページをご覧いただく
か、町役場環境政策室にお問い合わせください。
問町役場環境政策室　☎56ｰ7126

３Ｒで地球に
やさしい生活を

　「３Ｒ（スリーアール）」は循環型社会の形成を推
進するためのキーワードです。家庭でできるちょっ
としたことから、地球にやさしい生活をはじめてみ
ましょう。

３Ｒとは
Reduce（リデュース）
　 物を大切に使おう、ごみを減らそう
Reuse（リユース）
　繰り返し使おう
Recycle（リサイクル）
　再び資源として利用しよう

家庭でできる３Ｒの取組み
● 必要なものだけ買いましょう
● 過剰な包装は断りましょう
● 買い物にはマイバッグを持参しましょう
● 詰め替えできる商品を選びましょう
● ごみを正しく分別しましょう
● 再生して作られた製品を利用しましょう

問町役場環境政策室　☎56ｰ7126

10月は循環型社会形成推進月間です

お
知
ら
せ

広島広域都市圏イベント情報 広島交響楽団オーケストラ音楽鑑賞教室
●概要　広島広域都市圏の小学生・中学生・高校生を対象
　に、広島交響楽団による音楽鑑賞教室を開催します。オ
　ーケストラや演奏曲にまつわる楽しい話を交えながらプ
　ロのオーケストラの演奏をお届けします。
●主催　広島広域都市圏協議会、( 公社 ) 広島交響楽協会
●日時　12 月３日土　14:30 ～ 15:30
●会場　三原リージョンプラザ文化ホール（広島県三原市）
●募集対象　広島広域都市圏在住または広島広域都市圏内
　の学校に通う児童・生徒およびその保護者
　※小学生のみの入場および未就学児の入場はできません。
●募集人数　410 人
●鑑賞料　小学生：700 円　中学生：800 円　
　　　　　高校生：900 円　保護者：900 円
　※別途、発券手数料などがかかります。

●申込方法　チケットぴあホームページもしくはセブンイ
　レブン店頭にて申込み（当日指定席かつ先着販売）
　※ P コード（チケットぴあ購入時のコード）：227-757
●申込期限　12月３日土 14:30
　※イベント当日、会場での当日券販売は行いません。
　※プログラム等の詳細は広島広域都市圏ホームページ 
　　をご確認ください。
問広島広域都市圏協議会事務局
　（広島市広域都市圏推進課）　
　☎082-504-2017
　【 E-mail】  kouiki@city.hiroshima.lg.jp

広島広域都市圏ホームページはこちらから



令和４年10月号 広報ひらお 18

平生町民憲章
　わたくしたち　平生町民は、ふるさとの美しい自然と歴史をうけ
つぎ、明るく住みよいまちづくりを目指して、次のことに努めます。
　わたくしたち　平生町民は
1　自然を大切にし　環境をととのえ　美しいまちをつくります
1　スポーツに親しみ　きまりを守り　健やかなまちをつくります
1　思いやりと　感謝の心をもち　温かいまちをつくります
1　勤労をとうとび　活力にみちた　豊かなまちをつくります
1　文化を創造し　若い力を育て　伸びゆくまちをつくります　

10　月10　月 11　月11　月

※予定表のため、変更となる場合があります。

16日 ファミリースポーツ・レクリエーション大会
［9:00 ／町スポーツセンター］

17月

18火 育児学級（要予約）［9:30 ／保健センター］

19水 こころの健康相談（要予約）［13:30 ／保健センター］

20木

21金

がん検診・健診（要予約）［8:30 ／平生まち・むらセ］
人権行政相談

［10:00 ／平生まち・むらセ 13:00 ／平生まち・むらセ］
もの忘れ相談
 ［13:30 ／ふれあいまちづくりセンターあいあむ］

22土 がん検診・健診（要予約）［8:30 ／平生まち・むらセ］

23日 がん検診・健診（要予約）［8:30 ／平生まち・むらセ］

24月

25火

26水 町長と語る会（要予約）［18:00 ／町役場町長室］

27木

28金

29土

30日

31月

1 火
育児学級（要予約）［9:30 ／保健センター］
認知症カフェあいあむ
 ［13:30 ／ふれあいまちづくりセンターあいあむ］

2 水

3 木 かんぷうくんのマイバッグ作り
［10:00 ／平生まち・むらセ 13:30 ／平生まち・むらセ］

4 金

5 土

第 53 回平生町総合文化展開会式・令和４年度生涯
学習表彰式［9:30 ／町武道館］
第 53 回平生町総合文化展［9:30 ／町体育館（〜６日）］
第 35 回ふれあいコンサート［14:00 ／町武道館］

6 日

休日窓口（住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバーカード受取）
 ［9:00 〜 12:00 ／町役場町民福祉課］
マイナポイント申込み支援 
    ［9:00 〜 12:00 ／町役場１号棟１階臨時窓口］
119 防火デー ［10:00 ／町役場］
第 33 回町民音楽祭［12:30 ／町武道館］

7 月

8 火

9 水 普通救命講習会［9:00 ／平生まち・むらセ］
離乳食学級（要予約）［9:30 ／保健センター］

10木 １歳６カ月児健康診査［13:20 ／保健センター］

11金

12土
宇佐木ふれあい祭り〔10:00 ／宇佐木セ〕
陶芸教室［14:00 ／竪ヶ浜セ］

13日 第 64 回平生町駅伝競走大会
〔10:00 ／平生中央児童館スタート〕

14月 人権行政相談
［10:00 ／平生まち・むらセ、13:00 ／佐賀セ］

15火 育児学級（要予約）［9:30 ／保健センター］

セ：地域交流センターまちのカレンダー
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こころの救急電話相談（山口県精神科救急情報センター）

☎0836ｰ58ｰ4455［24時間対応］
内容：精神科受診など早急な対応に関するご相談を、ご家族や
ご本人からお受けします。（精神病、うつ病などこころの病気に
よる混乱した言動、ひきこもり、自殺願望など）

おとな（15歳以上）の救急医療電話相談
☎＃7119［毎日24時間］
または☎083ｰ921ｰ7119
内容：おおむね15歳以上の急患や疾病に関すること

こども（15歳未満のお子さん）の救急医療電話相談
☎＃8000［毎日19:00～翌8:00］
または☎083ｰ921ｰ2755
内容：15歳未満の子どもの急患や疾病に関すること

新型コロナウイルス感染症
発熱などの症状がある人は
まずは「かかりつけ医」へ

かかりつけ医のある人
　かかりつけ医に電話にてご相談ください。かかりつけ
医での受診が難しい場合は、医師から近隣の受診可能な
医療機関をご案内します。

かかりつけ医のない人
相談する医療機関に迷っている人

　受診・相談センター（山口県）または町保健センター
にご連絡ください。医療機関をご案内します。
●受診・相談センター（山口県）［毎日24時間対応］
☎＃7700 または ☎083ｰ902ｰ2510
●町保健センター［平日 8:30～17:15］
☎56ｰ7141

まちの人口
８月31 日現在
住民基本台帳記載人口

（　）：前月対比

世帯数 5,414 世帯（ － 16 ）
人　口 11,220 人 （ － 26 ）
うち男 5,314 人 （ － 14 ）

女 5,906 人 （ － 12 ）
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休日や平日夜間の医療案内

区分 診療日 診療時間
休日
昼間

日曜日・祝日、盆（８月15日）
年末年始（12月30日～１月３日）

9:00～12:00
13:00～17:00

平日
夜間

月～金曜日
※休日・土曜日の診療はありません 19:00～22:00

柳井地域休日夜間応急診療所
［柳井市中央１丁目10－17］
※７月３日から上記住所に移転し
ています。ご注意ください。
☎22ｰ9001（診療時間内のみ）
※応急的診療のため、専門的な

診療や検査を受けられない場
合があります。

※受付は診療終了時間の30分前
までです。

柳井駅

柳井警察署

ＮＴＴ

柳井川

平生町

188

休日夜間
応急診療所

柳井郵便局

柳井健康福祉センター相談日
　〔山口県柳井総合庁舎／☎22ｰ3631〕

●心の健康相談《要予約（１週間前まで）》
　11月15日火 13:15～13:45
●思春期・ストレス相談《要予約（前日まで）》
　11月25日金 13:00～16:00

10 月の納税 納期限 10 月 31 日

町県民税 第３期

国民健康保険税 第４期

介護保険料 第４期

後期高齢者医療保険料 第４期
☆ 完 納 で 育 て よ う 明 る い 平 生 町 ☆

◎便利な口座振替も利用できます◎
問町役場税務課（町税）　☎56ｰ7114
問町役場健康保険課（保険料）　☎56ｰ7115

月間火災・救急発生状況 月間交通事故発生状況

８月
火　災

救急 ８月
発生件数 死者

（人）
傷者

（人）建物 山林 その他 人身 物損
管内 0 0 1 370 管内 11 133 1 16
町内 ０ ０ ０ 47 町内 3 12 ０ 5

資料：柳井地区広域消防組合 資料：柳井警察署

日本赤十字社平生町分区からの
ご報告とお礼

　日本赤十字社平生町分区に寄せられた令和４年度の会
費・募金額（８月末現在）は1,805,100円でした。ご協力、
ありがとうございました。この会費等は日本赤十字社山口
県支部を通じて、災害救護やボランティア活動、医療福祉
などに役立てられます。
　なお、会費・募金は随時、受け付けておりますので、一
層のご支援ご協力をお願いします。
問日本赤十字社平生町分区（町役場町民福祉課内）
　☎56ｰ7113

お詫びと訂正
　広報ひらお９月号の掲載内容に次のとおり誤りがありまし
た。お詫びして訂正いたします。

【２ページ】10 月８日土「大星山サイクルフェスタ in ひらお」開催
　　　　　　記事内の『通行規制図』に表示されている場所の名称
　　　　　  （誤）大野公民館　→　（正）大野地域交流センター

【18 ページ】『株式会社日柳製作所との進出協定を締結しました』
　　　　　　記事内で紹介されているものの名称
　　　　　  （誤）真空チェンバー　→　（正）真空チャンバー
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公益財団法人山口県市町村振興協会

わが家のアイドルわが家のアイドル お誕生日おめでとう！お誕生日おめでとう！

次号の
「わが家のアイドル」
締切は

10 月 25 日火！
11 月生まれのお子さんの
応募をお待ちしています！

●対象　広報発行月に誕生日を迎える町内在住の小学校入学前（満１歳～満６歳）のお子さん
●申込方法　メールで①、②を提供してください。
①お子さんの名前（ふりがな）、生年月日、性別と保護者の氏名、住所、連絡先
②写真データ
※写真は、掲載を希望する保護者から提供してください。
問町役場地域振興課　☎56ｰ7120　メール：hirao1@town.hirao.lg.jp　
※件名を「わが家のアイドル申込み」としてください。

平生町役場に窓口相談支援平生町役場に窓口相談支援
システムを設置していますシステムを設置しています

　９月 20 日から町役場１号棟１階の健康保険課窓口に「窓口相談支援システム」を設置しています。９月 20 日から町役場１号棟１階の健康保険課窓口に「窓口相談支援システム」を設置しています。
　これは、職員が話した言葉がマイクで集音され、リアルタイム文字おこしアプリを通じて、窓口に　これは、職員が話した言葉がマイクで集音され、リアルタイム文字おこしアプリを通じて、窓口に
設置されている画面に字幕として表示されるもので、話の聞き取りが難しい人の手続き支援を目的と設置されている画面に字幕として表示されるもので、話の聞き取りが難しい人の手続き支援を目的と
しているものです。町では、このシステムの実証運用により窓口支援効果を図り、同システムの本格しているものです。町では、このシステムの実証運用により窓口支援効果を図り、同システムの本格
導入を検討していきます。　　　　　　　　　　　　　　　導入を検討していきます。　　　　　　　　　　　　　　　問問町役場デジタル推進課　☎町役場デジタル推進課　☎ 56ｰ 712556ｰ 7125
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